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１ （公社）かながわ住まいまちづくり協会《まち協》について

まち協キャラクター：まちきょん

居住支援法人の活動紹介



➣平成７年設立の公益法人。「福祉」「環境」「防災」をキーワードに事業展開

➣正会員に不動産関係団体（神奈川県宅地建物取引業協会、全日本不動産協会神奈川県本部、日本
賃貸住宅管理協会神奈川県支部）が所属

➣平成１３年度
「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づく、神奈川県の指定登録機関となる。

➣平成２３年度
「神奈川県あんしん賃貸支援事業」における代行事務の代行機関として指定を受ける。

➣平成２５年５月１日
「公益社団法人」へ移行。

➣平成３０年度
神奈川県から居住支援法人の指定を受ける（神・法人18-0005）

これを契機に居住支援業務に目覚める！

１ （公社）かながわ住まいまちづくり協会について



◎まち協の居住支援に係る活動
➣平成１５年度 ・大和市においてモデル事業として「高齢者円滑入居支援モデル事業」実施
➣平成１６年度～ ・上記モデル事業の成果を踏まえ、最大県内８市から

①高齢者等の住まい探し相談会
②住まい探しサポーターの不動産店への付き添い
③貸主向け研修会
④関係者の連絡会
をパッケージにした事業を受託（委託市によって事業を選択）。

➣平成２０年度～ ・神奈川新聞の配達による高齢入居者の見守りサービス開始
➣平成２２年度～ ・神奈川県居住支援協議会設立（事務局を担う）
➣平成２４年度～ ・「神奈川あんしんすまい保証制度（見守り＋葬儀＋家財整理）」スタート
➣平成２８年度～ ・上記制度をカスタムした「あんすまコンパクト」スタート
➣平成３０年度 ・神奈川県から居住支援法人の指定を受ける（神・法人18-0005）

・鎌倉市居住支援協議会設立（事務局を担う）
➢令和 2年度～ ・相模原市居住支援協議会設立（経理事務の事務局を担う ※期間限定）
➢令和 3年度～ ・「家財整理サービス」スタート

★受託している（た）市 ・相模原市・横須賀市・大和市・鎌倉市（H21～）・藤沢市・平塚市
・座間市（令和元年度まで）・茅ヶ崎市（令和２年度まで）

居住支援協議会！

１ （公社）かながわ住まいまちづくり協会について



２ 入居前の支援

まち協キャラクター：まちきょん

居住支援法人の活動紹介



２ 入居前の支援

① 高齢者等住まい探し相談会の開催

② 住まい探しサポーター（地域のボランティアさん）
の不動産店への付き添い

③ 貸主（不動産店）向け研修会

④ 関係者の連絡会

をパッケージにした事業を受託（委託市によって①～④の事業を取捨選択）。

まち協の高齢者等住まい探し相談事業

令和３年度
受託している自治体

相模原市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、大和市
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問合せ・契約

情報提供

高すぎる！！
広すぎる！！
希望に見合った
物件がない･･･。

×

登録しても問合せ
が少ないなぁ･･･

２ 入居前の支援

事業取組のきっかけ…高齢者円滑入居賃貸住宅の指定登録機関になる
（高齢者の入居を拒まない賃貸住宅）

まち協の高齢者等住まい探し相談事業



貸す側

・ニーズが分からない

・家賃の不払いが心配

・健康面の不安がある

・決断が遅い

借りる側

・不動産店は行きづらい

・部屋探しの流れが分からない

・契約費用や相場が分からない

・高齢者は断られるのでは？

２ 入居前の支援

事業取組のきっかけ・・・貸す側、借りる側の双方に話を聞いた

まち協の高齢者等住まい探し相談事業



・高齢者のニーズ、受入れのノウハウが分からん！
・「家賃滞納」、「居室内事故」が心配・・・。

・接客時間が長くかかる。契約までの交渉が円滑に進まない。

住宅を探している高齢者の意見

不動産店には行きづらい（馴染みがうすい）

⇒ マイナスイメージを払拭！！不安解消のツールを探ろう！勉強しよう！

⇒ 誰かが付き添えばいいじゃない？！

⇒ 行き慣れたところで、漠然とした悩みから話す機会があれば…

貸主（オーナー）、不動産業者の意見

平成１５年度 国庫補助を受けてモデル事業実施！

２ 入居前の支援

事業取組のきっかけ…関係者を集めて「懇談会」「検討会」を開催

市役所や社協等の施設で、
住まい探し相談会の開催！

貸主・不動産業者向けの勉
強会、セミナーを開催

住まい探しサポーターの
付き添い

関係者の連絡会

まち協の高齢者等住まい探し相談事業



相談風景

・専門家による住まいに関する悩み相談
（住まい探しの段取り、準備することなど）

・「あんしん賃貸協力不動産店」等の情報提供
・サポーターによる地域情報の提供

相談員です

サポーターです

相談に
来ました

２ 入居前の支援

高齢者等住まい探し相談会

まち協の高齢者等住まい探し相談事業



住まい探し相談会に来場する「高齢者」

年 齢 ： ７０歳代が中心

世 帯 ： 単身女性または夫婦が多い

希望物件
間取り ： １Ｋ～２ＤＫ
家 賃 ： ５０，０００円台 ・ ６０，０００円台
その他 ： 平坦なところ、１階 、 駅よりも商店の近く

生活保護受給者も多くなってきた
（家賃扶助の範囲内での住宅探し）

２ 入居前の支援

高齢者等住まい探し相談会

まち協の高齢者等住まい探し相談事業



①現在の家賃が高い、部屋が広い

・給与から年金になって家賃の負担が増えた

・子供たちが独立し、夫婦のみ（単身）になった

②貸主が更新してくれるか不安

私、高齢者だから・・・

③建物の老朽化による立ち退き

④子供世帯が親を近くへ呼び寄せる、子供世帯・親から独立、病院から地域へ

家族、地域の協力が不可欠

⑤現在の住まいが山の上。平坦な場所へ移りたい。

主な住まい探しの理由

２ 入居前の支援

高齢者等住まい探し相談会

まち協の高齢者等住まい探し相談事業



①誰も保証人になってくれない

⇒ 保証人の必要性、重要性を説明

②子供世帯からの独立（子供世帯には内緒）

⇒ 住まいを替えることは大事なこと。まずは家族に相談して！

③安く、広く、便利な物件に移りたい

⇒ 私も（みんな）住みたい！

④市営（県営）住宅を優先的に斡旋してもらえる？

⇒ 民間賃貸住宅の相談です！

住まい探し相談会を開催

その他の住まい探し（？？）の理由



主なテーマ
・障害とは？
・見守りサービスの活用、先進事例の紹介
・行政（特に福祉部局）の取組み など

２ 入居前の支援

貸主・不動産店向け研修会

まち協の高齢者等住まい探し相談事業



行政職員（住宅部局＆福祉部局）、不動産関係者、高齢者等支援団体等が一
つのテーブルを囲み、意見交換を実施

２ 入居前の支援

貸主・不動産店向け研修会

まち協の高齢者等住まい探し相談事業

居住支援協議会だ！！



３ 入居中の支援

まち協キャラクター：まちきょん

居住支援法人の活動紹介



３ 入居中の支援

貸主・不動産店は、（高齢者を）なぜ貸したがらない？

世帯
属性

入居制限の
状況

入居制限の理由
（複数回答）

必要な居住支援策（複数回答）
●50％以上 ◎40～49％ ○30～39％

制限
して
いる

条件
付きで
制限
している

第１位
（％）

第２位
（％）

入居を
拒まない物
件の

情報発信

家賃債務保
証の

情報提供

契約
手続きの
サポート

見守りや生
活
支援

入居
トラブルの
相談対応

金銭・
財産
管理

死亡時の残
存家財
処理

高齢単身
世帯

5％ 39％
孤独死などの

不安(82％)
保証人がいない、
保証会社の審査に通ら

ない (43％)

◎
(49％)

●
(61％)

●
(61％)

高齢者
のみの
世帯

3％ 35％
孤独死などの

不安 (60％)
保証人がいない

（46％）
○

(32％)
◎
(48％)

●
(58％)

●
(50％)

障がい者
のいる
世帯

4％ 35％
近隣住民との
協調性に不安

（52％）

衛生面や火災等の不安

（28％） ◎
(42%)

○
(32%)

●
(60％)

◎
(48％)

低額所得
世帯

7％ 42％
家賃の支払いに不安

(69％)
保証会社の審査に通ら

ない(54％)
○
(37％)

●
(61％)

○
(31％)

○
(38％)

○
(37%)

ひとり親
世帯

1％ 14％
家賃の支払いに

不安(50％)
保証会社の審査に通ら

ない(42％)
○

(37%)
●
(52％)

◎
(42％)

○
(35％)

外国人
世帯

10％ 48％
異なる習慣や
言語への不安

（68％）

近隣住民との協調性に

不安(59％) ◎
(43％)

◎
(45％)

◎
(44％)

●
(76％)

国土交通省住宅建設事業調査「住宅確保要配慮者の居住に関する実態把握及び継続的な居住支援活動等の手法に関する調査・検討業務報告書」（令和2年3月）より

全国の不動産関係団体等会員事業者へアンケート調査（一部抜粋）（令和元年度実施、回答数１，９８８件）



第6回孤独死現状レポート（一社）日本少額短期保険協会

３ 入居中の支援

貸主・不動産店は、（高齢者を）なぜ貸したがらない？

項目 男性 女性 合計

人数 ４，６１４ ９２９ ５，５４３

割合（％） ８３．１ １６．９

死亡時の平均年齢（歳） ６１．６ ６０．７ ６１．６

６５歳未満者の割合（％） ５１．９ ５２．４ ５２．０

男女別孤独死人数と死亡時の平均年齢（n=5,543） ○孤独死者の平均年齢は、男女
ともに約６１歳。

○高齢者に到達しない年齢で亡
くなっている人の割合は
５０％を超える。

○下表の赤文字部分は、現役世
代の孤独死者の割合を示した。
全体では40％が現役世代のう
ちに孤独死で亡くなっている。男女別死亡年齢の構成比（n=5,045）※年齢が不明なデータを除く

20代 30代 40代 50代 60代 70代 80代～ 合計 現役世帯の割合

全体 210 325 511 971 1,545 1,052 431 5,045 ー

割合 4.2％ 6.4％ 10.1％ 19.2％ 30.6％ 20.9％ 8.5％ 100％ 40.0％

男性 138 243 409 853 1,368 875 295 4,181 ー

割合 3.4％ 6.1％ 9.8％ 20.4％ 34.1％ 21.8％ 7.4％ 100％ 39.3％

女性 72 82 102 118 177 177 136 864 ー

割合 8.3％ 9.5％ 11.8％ 13.7％ 20.5％ 20.5％ 15.7％ 100％ 43.3％



３ 入居中の支援

貸主・不動産店は、（高齢者を）なぜ貸したがらない？

発見までの日数と男女比（n=4,617）

第6回孤独死現状レポート（一社）日本少額短期保険協会
https://www.shougakutanki.jp/general/info/kodokushi/index.html

3日以内 ４～14日 15日～29日 30日～89日 90日以上 平均

全体 ３９．４％ ２９．３％ １５．３％ １４．５％ １．５％ １７

男性 ３８．４％ ２９．４％ １５．６％ １４．８％ １．８％ １７

女性 ５０．１％ ２７．９％ １１．８％ ８．８％ １．４％ １７

○孤独死発生から発見までの平均日数は１７日で、男女差は無い。

○性別の比較を見ると、女性の半数が３日以内の早期発見につながっている。
全体で見ても、およそ４割が早期発見につながっている。

○一方、１５日以上経過して発見される割合も３割以上ある。



◎ 人が亡くなる ・・・ 当たり前のこと
⇒ 亡くなった状態が、放置されることが心配の種

◆ ならば、
⇒ 早期発見でリスクを軽減

■ 早期発見のツールは？
⇒ 見守り電話？ 新聞配達？ 宅配便？ 郵便？ 宅配弁当？

★ 毎日配達！
会員に神奈川新聞社！
⇒ というわけで、「神奈川新聞の配達」で早期発見！

３ 入居中の支援

貸主・不動産店は、（高齢者を）なぜ貸したがらない？



◎神奈川新聞社と協定を締結

◎高齢者が入居する物件の不動産店と、その物
件を管轄する地域の新聞販売店とで覚書を締結

◎新聞販売店は、該当する高齢入居者の新聞受
けに、前日の新聞が抜かれていなかった場合に
は、不動産店に連絡する仕組み

◎不動産店が家賃と一緒に新聞購読料も徴収す
ることで、入居者にも新聞配達を見守りツール
として認識してもらう。

◎居室内事故対策ではなく“早期発見”を目的。

平成２１年２月２０日（金）神奈川新聞

３ 入居中の支援

神奈川新聞の配達による見守り事業



３ 入居中の支援

神奈川新聞の配達による見守り事業



３ 入居中の支援

神奈川新聞の配達による見守り事業

万が一、前日の新聞が抜かれていなかった場合
の連絡様式

不動産店とまち協の２か所へＦＡＸを送信する
ことになっており、複数の目で確認！

上半分に、新聞販売店が連絡事項を記載。
下半分に、不動産店が現場の状況を回答。

月数件の受信がある。
ほとんどが「抜き忘れ」や「入院等で不在」。
亡くなっていたケースもあるが、早期発見のため、部屋
の損傷は最小限だった。
また、体調不良で倒れていたところを発見し、病院搬送
できたケースも。



３ 入居中の支援

神奈川あんしんすまい保証制度

少額短期保険を活用
した保証制度

見守り
（3つの方法から選択）

＋
葬儀の実施

＋
残存家財の片づけ



３ 入居中の支援

神奈川あんしんすまい保証制度

料金表
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３ 入居中の支援

神奈川あんしんすまい保証制度のコンパクト版

【あんすまコンパクト】

利用者（不動産店、入居者双
方）のニーズに合わせ、より
安価なサービス

見守りを安否確認電話に限定
し、家財等の片づけ作業は行
わず、費用補償のみとした。



３ 入居中の支援

神奈川あんしんすまい保証制度のコンパクト版

【あんすまコンパクト】

見守り方法
受けた方が安否確認



３ 入居中の支援

神奈川あんしんすまい保証制度のコンパクト版

【あんすまコンパクト】

費用補償の内容

居室内での死亡に限ります。



３ 入居中の支援

神奈川あんしんすまい保証制度のコンパクト版

【あんすまコンパクト】

初回登録料 月額利用料

１１，０００円 １，６５０円

利用料金（税込み）



４ 退去時の支援

まち協キャラクター：まちきょん

居住支援法人の活動紹介



４ 退去時の支援

家財整理サービスの実施（Ｒ３．９～）

生前整理や相続人からの遺品整理のほか、貸主
や管理会社からの入居者死亡後、居室内事故後
の対応のニーズが高まる。
しかし、モラルの低い事業者によるトラブルが
問題。

主なトラブル例
・ 高額請求 ・ 追加請求
・ 廃棄物処理違反 ・ 不法投棄
・ 貴重品の窃盗 ・ 建物内外への損傷

⇒ 居住支援法人「ホームネット（株）」と
「（一社）家財整理相談窓口」とタッグを組ん
で、信頼できる事業者をご案内。



４ 退去時の支援

家財整理サービスの実施（Ｒ３．９～）



４ 退去時の支援

家財整理サービスの実施（Ｒ３．９～）



５ まとめ～心がけていること＆今後の夢～

まち協キャラクター：まちきょん

居住支援法人の活動紹介



借りたくても借りられない方への

＝ 借主と貸主双方への
＋

ここの充実が無いと入居に至らない

入居中の支援（安心） 退去時の支援（安心）

（住宅確保要配慮者）
入居の支援

高齢者 地域包括支援センターや地域の高齢者サービスとの関わり

障害者 地域の支援団体（相談や就労支援など）との関わり

生活困窮者 行政窓口やそこへ繋ぐ民生児童委員や支援団体との関わり

外国籍住民 日本の慣習や文化を伝えられる団体との関わり

例えば

貸主・借主とも、困ったときに「困った」といえる相手があれば安心！

５ まとめ

心がけていること



５ まとめ５ まとめ

心がけていること

◎ 一つの法人でできることには限度がある。

◎ スーパーマンはいない（必要ない！）。
「あの人しかできない」、「俺が何となする！」は長続きしない。

➤ できない事はできるところがカバーする仕組みが必要
⇒ 全国居住支援法人協議会、都道府県居住支援協議会、市町村居住支援協議会等を活用

「困った」と言ってもらえるように

➤ 相談者に「共感」する

➤ 私たちも“困った“と言える（共感してもらう）仲間を作る



５ まとめ

今後の夢

「困ったな・・・。」
⇒ 「！」

○○課、△△協会、◇◇不動産の☆☆さんに聞いてみよう！
と、誰もが「ひらめき」、「つなぐ」ことができる関係をつくりたい。

しかし現状は、
特定の法人や人に頼りがち…。
頼られた法人・人は「熱い想い（気合と根性）」で対応しがち…。
無理をしすぎて、パンクしがち…。

⇒ 「熱い想い」を『仕組み（システム）』に、そして【当たり前】に！



５ まとめ５ まとめ

県内の居住支援協議会

自治体 名 称 設立年月 事務局

神奈川県 神奈川県居住支援協議会 H22.11 かながわ住まいまちづくり協会

川崎市 川崎市居住支援協議会 H28. 6
川崎市 住宅整備推進課
川崎市住宅供給公社

横浜市 横浜市居住支援協議会 H30.10
横浜市 住宅政策課
横浜市住宅供給公社

鎌倉市 鎌倉市居住支援協議会 H31. 3 かながわ住まいまちづくり協会

藤沢市 藤沢市居住支援協議会 R 2. 8 藤沢市 住宅政策課

相模原市 相模原市居住支援協議会 R 2.12
相模原市 建築・住まい政策課
かながわ住まいまちづくり協会

座間市 座間市居住支援協議会 R 3. 6 座間市 生活援護課

茅ヶ崎市 （仮）茅ヶ崎市居住支援協議会
Coming Soon…
(R 4. 3)

（予定）茅ヶ崎市 都市政策課



５ まとめ５ まとめ

神奈川県居住支援協議会と市町村単位の居住支援協議会の関係

居住支援協議会の設立は、居住支援を充実させるための一つの「手段」・「仕組み」！

神奈川県居住支援協議会
・居住支援情報の統括（あんしん賃貸支援事業等）
・新セーフティネット制度における居住支援法人との連携
・市町村居住支援協議会へ各種情報提供
・市町村居住支援協議会相互のパイプ役
・市町村居住支援協議会では対応困難な居住支援活動
・未設立地域や設立済でも地域を横断するような居住支援活動
・その他、総括的な普及啓発や情報提供に関すること

●●市居住支援協議会
地域の課題に即した居住支援活動

未設立地域

★★町居住支援協議会
地域の課題に即した居住支援活動

◆◆村居住支援協議会
地域の課題に即した居住支援活動

「情報バンク」＆「潤滑油」の役割



相談支援
事業所

近所の
おばちゃん

民生児童
委員 貸主

不動産店

就労支援
事業所

近所の
おじちゃん

地域包括
センター

商店役所 学校

地域全体でさりげなく生活をささえる仕組み
「居住支援協議会」が無くても、当たり前に実現する社会へ

５ まとめ

今後の夢

自治会
町内会

交番

地域の皆が居住支援の当事者

ご清聴
ありがとうございました。


